
【ご注意】　  ・　異動があった場合は、すみやかに提出してください。

　　　　　　・　該当者の課税されている自治体が現年度、新年度で異なる場合は、各々の自治体に異動届出書を提出してください。
　　　　　　・　１月１日から４月 30 日までの間に退職した人に未徴収税額がある場合は、一括徴収することが義務付けられています。
　　　　　　・　給与所得者異動届出書を提出する際に、特別徴収義務者の 13 桁の法人番号（個人事業主の場合は代表者の 12 桁の個人番号）と、給与所得者の
　　　　　　　　12 桁の個人番号を記載していただきますが、　転勤等により特別徴収を転勤先にて継続する場合は以下の点にご注意ください。
　　　　　　※ 1　【転勤元の特別徴収義務者が個人事業主の場合】… 個人事業主の個人番号は記載しないでください。
　　　　　　※ 2　【転勤等における給与所得者の個人番号】… 転勤元では、給与所得者の個人番号は記載しないでください。転勤先の事業所等が本人から個人番
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 号を取得し、記載してください。

黒のボールペン又はペン
で記載してください。

異動届出書を市役所へ提
出される日付を記載して
ください。

異動された納税義務者の
氏名を記載してください。

新しい勤務先において特
別徴収の継続を希望する
場合には、「１．特別徴
収継続の場合」欄に必要
事項を記載し、一月一日
現在の住所地（課税地）
の市町村長に送付してく
ださい

給与又は退職手当等から
未徴収税額を一括徴収す
る場合には、「２．一括徴
収の場合」欄に必要事項
を記載してください。

普通徴収の場合は、その
理由を「３．普通徴収の
場合」欄に掲げているも
のから選んでください。

給与所得等に係る市民
税・都民税特別徴収税額
の決定 ・変更通知書に記
載された番号を記入して
ください。

該当する異動の事由に☑
をつけてください。

異動後の未徴収税額の徴
収方法に☑をつけてくだ
さい。

異動事由「７. その他」
を選択した場合は、理由
を記載してください。

転勤、再就職等により異
動後の勤務先で引き続き
特別徴収を行う場合は、
前勤務先で太枠内の事項
を記載し、新勤務先に送
付願います。

一括徴収した場合の納付
月を記載してください。

 ◎異動届出書の記載例 に係る給与所得者異動届出書給与支払報告
特別徴収

特別徴収税額の決定・変更通
知書 （特別徴収義務者用） に
記載された 個人ごとの特別
徴収税額 （合計年税額 ）を記
載してください。

徴 収 済 の 月 割 額
の 合 計 額 を 記 載
してください。

年税額から徴収済税
額を差引いた残額を
記載してください。


